
山形県構造タンパク質素材関連産業集積会議設置要綱 
 
（目的） 
第１条 山形県において、企業、研究機関、金融機関、産業支援を目的とする法人等が連
携し、構造タンパク質素材を核とした地域活性化を推進するため、山形県構造タンパク
質素材関連産業集積会議（以下「会議」という。）を設置する。 

 
（職務） 
第２条 会議は、前条の目的を達成するため、次の事項を所掌する。 

(1) 構造タンパク質素材の事業化促進に関すること 
(2) 山形県における構造タンパク質素材関連産業の集積に関すること 
(3) その他、会議の目的を達成するために必要な事項に関すること 

 
（会議） 
第３条 会議は、別紙に掲げる職にある者をもって構成する。 
２ 特別の事項について助言を得る必要があるときは、臨時に構成員を加えることができ
るものとする。 

３ 会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができる。 
４ 会議は公開により開催する。 
 
（会長及び副会長） 
第４条 会議に会長と副会長を置き、会長は山形県知事が、副会長は鶴岡市長が、これに
あたる。 

２ 会議は、必要に応じて会長が招集する。 
３ 会長は、会議の議長となる。 
４ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 
 
（委員会） 
第５条 会議の下部機関として、事業調整委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会のメンバーその他の委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。 
 
（事務局） 
第６条 会議の事務を処理させるため、山形県商工労働部工業戦略技術振興課及び鶴岡市
政策企画課に事務局を置く。 

 
（委任） 
第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定め
る。 

   
附 則 

この要綱は、平成 26年６月４日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、平成 27年 10月 23日から施行する。 

 
附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 
 
附 則 

この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 
 
附 則 

この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 
 

附 則 
この要綱は、令和元年 12月 26日から施行する。 
 



（別紙） 
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